
令和２年１０月１日～異なるワクチンの接種間隔が変わりました 

 

 これまで異なるワクチンの予防接種を実施するときに、接種間隔が定められ

ていましたが、令和２年１０月１日より以下のとおり異なるワクチンの接種間

隔が変わりました。同じワクチンの接種間隔は従来どおり変わりませんので、

ご注意ください。ご不明点等ありましたら下記までご連絡ください。 

 

 

 

        ★接種ワクチン        ★次に接種する異なるワクチン 

現行どおり 
 

 

注射生 

ワクチン 

２７日以上 
注射生ワクチン 

 

制限なし 
経口生ワクチン  

制限なし 

不活化ワクチン  

 

 

経口生 

ワクチン 

制限なし 

注射生ワクチン  

制限なし 

経口生ワクチン  

制限なし 

不活化ワクチン  

 

 

不活化 

ワクチン 

制限なし 

注射生ワクチン  

制限なし 

経口生ワクチン  

制限なし 

不活化ワクチン  

  

 

変 
更 

異なるワクチンの接種間隔 

＜問い合わせ先＞ 

京田辺市子育て支援課 ０７７４－６４－１３７７(直通) 

※ 同じワクチンの接種間隔は従来どおり変わりませんのでご注意ください。 


